
島根県総務部消防防災課原子力安全対策室 

松江市総務部防災安全課原子力安全対策室 

中国電力株式会社の原子力発電設備に係る点検結果を踏まえた 

再発防止対策の実施状況に関する立入調査について 

 

１．調査概要  
平成１９年５月２１日に中国電力㈱から報告があった「原子力発電設備に関す

る再発防止行動計画」に沿って再発防止対策が実施され、また、今まで実施され

た再発防止対策の内容が適切かどうかを中国電力㈱からの説明と関係書類等を

用いて調査した。 
 
２．調査日時、場所 
（１）中国電力株式会社電源事業本部（原子力・品質保証）からの実施状況の説明 

日 時：平成１９年１２月１７日 １３：３０～１８：３０ 

  場 所：島根県原子力防災センター  

（２）中国電力株式会社島根原子力発電所における調査 

日 時：平成１９年１２月１９日 １３：３０～１７：５０ 

  場 所：中国電力株式会社島根原子力発電所 

 

３．調査者 

 島根県総務部消防防災課 原子力安全対策室 室長ほか３名  

 松江市総務部               原子力専門監  

       防災安全課 原子力安全対策室 室長ほか１名 

 

４．調査結果 

原子力発電設備に係る点検結果を踏まえた再発防止対策の実施状況について

は、「行動計画」にそって、再発防止対策が実施・検討されていることを確認し

た。 

 

５．調査内容・詳細結果 

（１）再発防止対策実施・評価に係る組織の活動状況の確認 

①企業倫理委員会 

（確認資料） 

  ・平成１９年度第２回企業倫理委員会議事録 

  ・平成１９年度第２回企業倫理委員会の議事報告およびその取り扱いにつ 

いて 

（確認結果） 

・平成１９年度第２回企業倫理委員会における審議及び評価内容を議事録で

確認した。 

・第１回企業倫理委員会と同様に、社外委員の発言が多くあり、委員長の総



括では、社外委員の意見が取り入れられていた。 

・第１回企業倫理委員会における意見のうち、取締役会から企業再生プロジ

ェクトおよび電源事業本部に具体的な施策として取り入れるよう指示のあ

った４項目の対応状況について、確認・評価がなされていた。 

・第２回企業倫理委員会において新たに出された意見５項目について は、

取締役会において具体的な施策への反映を検討することが決定され、コン

プライアンス推進・危機管理担当副社長を通して担当部門に検討を進める

よう指示が出されている。 

・上記の意見５項目は以下のとおり。 

１）社員意識・職場実態調査については、分析、反映、社員へのフィー

ドバックといった過程を踏むことで、有効に活用すべき。 

   ２）「前例がこうだから」、「上司に言われたから」という理由でルールと

違った対応をすることが現実には起こり得る。こうしたことも考え、

今後の対策を検討してほしい。 

   ３）企業倫理委員会や再発防止対策は恒久的な取り組みであるため、３

月以降のことも今から検討しておいてほしい。 

   ４）ヒューマンエラーが事故につながる恐れがあるものについて、重点

的に対策を講じることが重要である。 

 ５）安全文化醸成の観点に立てば、異業種の事例や活動も参考になる。 

②企業再生プロジェクト・中国電力アドバイザリーボード 

（確認資料） 

・企業再生プロジェクトの活動状況 

・アドバイザリーボードの概要 

（確認結果） 

・ 企業再生プロジェクトが総括的な役割を担っている全社共通の再発防止

対策については、再発防止対策の具体的行動計画に沿って実施されている

ことを確認した。 

・ 平成１９年９月３日（第５回）、１０月１１日（第６回）、１１月３０日

（第７回）にアドバイザリーボードを開催し、企業再生プロジェクトが検

討・実施する内容に関して意見具申・提言が行われていることを確認した。 

③電力設備点検検討本部 

（確認資料） 

電力設備点検検討本部活動状況 

（確認結果） 

    平成１９年１０月２日（第１２回）、１０月１６日（第１３回）に電力設

備点検検討本部会議が開催され、再発防止対策の実施状況、企業倫理委員

会の提言への対応状況等について、審議されていることを確認した。 

 



④内部監査部門（電力設備点検評価本部：考査部門） 

（確認資料） 

信頼回復・企業再生に向けた具体的施策の実施状況確認結果について 

再発防止対策の内部監査部門（考査部門）の取り組み 

（確認結果） 

平成１９年９月４、７日に電源事業本部（原子力）で、平成１９年１０

月２日に島根原子力発電所で、再発防止対策の実施状況を確認し、再発防

止対策の効果を第三者へ分かりやすく説明をする工夫をするよう要望して

いることを確認した。 

⑤原子力品質マネジメントシステム検討委員会 

（確認資料） 

 原子力品質マネジメントシステム検討委員会議事録 

（確認結果） 

平成１９年９月２５日（第１０回）、１０月１５日（第１１回）、１１月

２６日（第１２回）に検討委員会を開催し、ＱＭＳ高度化の進捗状況の確

認・検証、根本原因分析および安全文化醸成施策への取り組み状況、企業

倫理委員会提言への対応等について審議されていることを確認した。 

⑥原子力発電保安委員会 

（確認資料） 

原子力発電保安委員会議事録 

（確認結果） 

平成１９年９月５日（第８７回）、９月２５日（第８８回）、１１月２１

日（第８９回）に原子力発電保安委員会が開催され、保安規定の変更認可

申請に関して審議したことを確認した。 

⑦原子力品質保証委員会 

（確認資料） 
    原子力品質保証委員会議事録 

（確認結果） 

     平成１９年１１月２６日に第６１回原子力品質保証委員会が開催され、 

保安規定改定に伴う要領類の変更に関して審議したことを確認した。 

 

（２）不適合管理、是正処置、予防処置のシステム検討の実施状況の確認 

（確認資料） 

  ・信頼回復・企業再生に向けた具体的施策のスケジュール表「アクションプ

ラン進捗管理表（ＡＰ３（１）不適合管理、是正処置、予防処置のシステ

ム検討）」 

  ・不適合処置および是正処置報告書 

  ・不適合管理要領 



  ・不適合管理・是正処置手順書（案） 

  ・不適合管理，是正・予防処置検討会運用手順書（案） 

（確認結果） 

   以下について、上記の資料及び中国電力㈱からの説明で確認した。 

① 不適合事象を原子力安全に対する重要度に応じて５つのグレード（Ａ～

Ｅ）に分け、それぞれのグレードごとに不適合管理の実施責任者（承認

者）を定めることを検討している。 

② 不適合管理の実施責任者（承認者）は、全て発電所長であったが、迅速

な管理を行うため、不適合事象のグレードにより事業所管の課長を実施責

任者とすることを検討している。 

③ 適切な不適合管理をするため、発生した不適合事象が不適合管理対象に

なるか判定に迷う場合等に開催する不適合管理検討会、不適合事象の原因

究明方法等に迷う場合等に開催する是正処置検討会を設置することを検

討している（現在、暫定的な会議体として設置されている）。 

④ 上記①～③で検討されているシステムが反映された要領書および手順

書の案を作成し、業務がスムーズに実施できるか確認するための試行・検

証が行われている。 

⑤ 平成１９年度中に不適合管理の対象になった８３事案のうち８事案に

ついて「不適合処置および是正処置報告書」の内容を確認したが、いずれ

も「不適合管理要領」に沿って、不適合処置、是正処置が行われていた。 

 

（３）根本原因分析に関する検討状況の確認 

 （確認資料） 

・第１１回QMS検討委員会資料「根本原因分析実施状況について」 

・第１２回QMS検討委員会資料「根本原因分析の本格導入について」 

・不適合管理・是正処置手順書（案） 

（確認結果） 

 以下について、上記の資料、中国電力㈱からの説明で確認した。 

① 他社の状況調査、根本原因分析講習会等への参加を通し、根本原因分析

の手法に関する情報を収集している。 

② 電力中央研究所の根本原因分析の手法を用いて、次の２事案について根

本原因分析を実施した。 

ａ．島根原子力発電所１号機高圧注水系ポンプ駆動用タービンからの漏洩

事象 

ｂ．島根原子力発電所１号機第４給水加熱器使用前検査における不適合 

   ③ 上記①、②を踏まえ、中国電力㈱の根本原因分析手法・手順を確立し、

「根本原因分析実施要領」を策定した。なお、この要領は、平成１９年  

１１月３０日の保安規定変更申請（平成１９年１２月１４日認可）にあわ



せ、策定している。 

 

（４）原子力発電設備点検に係る不適切な事案（２９事案）の処置状況 

（確認資料） 

  ・電力設備点検に係る不適切な事案の処置状況について 

     不適合処置および是正処置報告書 

修正された要領書、手順書、 

中央制御室、計算機室の運転監視用計算機・計器 

（確認結果） 

① 原子力発電設備点検時に不適切な状態が継続していた事案については、 

「不適合管理要領」に基づいて、不適合処置が行われ、是正処置として不

適切事案に関係する保安規定、要領書、手順書等の文書類が是正、制定さ

れている。また、原子力発電設備点検時に不適切な状態が継続していなか

った事案についても、発生原因を調査し、再発防止対策として、その事案

に関係する要領書、手順書等の文書類が是正、制定されている。 

   ② 平成１９年５月２１日付け「発電設備に係る点検結果を踏まえた再発防

止対策の具体的行動計画」に基づいて、不正防止対策を充実・強化させて

いる。 

③ 現場確認 

ａ．「運転日誌データの改ざん（１号機原子炉格納容器内機器ドレンデー

タの改ざん、中性子測定器ノイズデータの不適切な処理）」 

     →計算機室の運転監視用計算機を確認したが、パスワードを入力しない

と運転員が計算機日誌のデータを修正できなくなっていた（運転員は、

パスワードを知らないため、修正できない）。 

     ｂ．「給水流量における運転監視用計算機処理値と監視用計器指示値の相

違」 

     →中央制御室において運転監視用計算機処理値と監視用計器指示値を

確認したが、計器精度内で、同様な値を示していた。 

     ④ 原子力発電設備点検に係る不適切な事案２９事案の個別の処置状況お

よび処置の確認状況は、別紙１のとおり。 

 

（５）品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）高度化に伴うＱＭＳ文書、文書体系の

変更状況 

（確認資料） 

・島根原子力発電所 品質マネジメントシステム文書体系図（案） 

（確認結果） 

  ・各組織でバラバラに作成していたＱＭＳ文書や保安業務文書を各組織共 

通で作成・整理することで、各組織で発生していた文書の不整合や作成抜



けを改善し、文書体系の適正化、スリム化を図っている。 

   ・策定する文書が目的どおり有効に策定され、その文書によって業務がス

ムーズに実施できるか確認するための試行・検証が平成１９年８月２８日

から１０月９日にかけて行われている。評価については、外部機関も加え

て行われている。 

     ※対象文書 

「品質保証細則」、「文書・記録管理要則」、「マネジメントレビュー要則」、

「内部コミュニケーション要則」、「力量および教育・訓練に関する要則」、

「調達管理要則」、「設計・開発管理要則」、「外部コミュニケーション要

則」、「不適合管理・是正処置要則」、「予防処置要則」、「内部監査要則」、

「検査及び試験管理要則」、「原子炉施設の定期的な評価要則」、「データ

分析・評価活動管理要則」 

・品質マネジメントシステム高度化に伴うＱＭＳ文書の変更に係る保安

規定変更認可申請は、平成１９年１２月２０日に行う予定。 

 

（６）保安規定変更に伴う要領類の変更内容 

（確認資料） 

・第２９５－１回原子力発電保安運営委員会議事録 

・ニューシア登録手順書 

（確認結果） 

   ・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の改正に伴う保安規定の 

改正により、「保守管理要領」、「運転管理要領」、「教育訓練要領」、「品質

文書管理要領」、「島根原子力発電所品質マニュアル」、「品質記録管理要領」、

「不適合管理要領」、「予防処置要領」、「工事管理品質保証要領」の内容が

一部変更されている。 

   ・不適合管理要領関係：原子力施設の事故、故障等の不適合情報の公開は、

「原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）」への登録を通して行

う。また、登録するための手順が記載された「ニューシア登録手順書」が

策定されている。 

   ・予防処置要領関係：保安に関する技術情報の他の原子炉設置者との共有 

は、ＢＷＲ事業者協議会で取り扱われる情報、ニューシア登録情報を活用

して行われる。 

 

（７）発電設備における総点検結果とその再発防止対策に対する県・市の申し入れ

への対応状況について（住民に対して具体的かつ分かりやすい広報について） 
（確認資料） 

・お客さまと中国電力を結ぶコミュニケーションペーパーエネルギア 

vol.7(2007.10) 



（確認結果） 
・松江市民に対しては、一般住民を対象に再発防止対策の説明会３回実施し

ている。また、松江市公民館長、鹿島地域協議会等のオピニオンリーダーを

対象に説明会を４回実施している。 
・島根県民に対しては、「コンプラインス経営の推進について」が記載され

たコミュニケーションペーパーを検針の際に配布している。 
・一般にはプレス発表及びホームページで広く広報している。 

 

６．講評 
再発防止対策の実施状況については、「行動計画」にそって再発防止対策が実

施・検討されていることを確認した。 
現在、再発防止対策は、組織の検討、文書類の改定等が行われ、その検証およ

び実行段階に移行しているものが多い。今後は、検証結果や社外からの意見も含

まれている企業倫理委員会等の提言が再発防止対策に反映され、より実効性のあ

る再発防止対策になっているか、確認する。 
また、この対策が住民の信頼回復につながっていくことが大切であるが、説明

会やコミュニケーションペーパーの内容が専門的であり、より分かり易い表現等

の工夫が必要であると考える。 
 


